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▶▶今月の主な記事

歴史文化を丸ごと
体験

官公需適格組合をご存
知ですか？／建設工事

執行部の姿が見える
座談会／原点回帰

最近話題の「テレワ
ーク」って？
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歴史文化を丸ごと体験
　嵯峨大念仏狂言　狂言堂改修工事見学

　８月19日に清凉寺（右京区嵯峨）の
境内にある狂言堂改修工事の見学会が
行われ、約100人が参加しました。
　主催は嵯峨大念仏狂言保存会、
NPO法人京町家再生研究会、（株）西
野工務店、後援に全京都建設協同組合
右京支部。
　京の三大狂言（嵯峨・壬生・ゑんま堂）
の一つである嵯峨大念仏狂言を演じる
舞台である狂言堂は明治34年に現在
の場所に移設されました。
　しかし、瓦屋根の老朽化や損傷が著
しく、倒壊の恐れがあり、平成28年
11月から平成30年にかけて保存・修
復工事を行っている最中です。
　今回の改修では、以前の改修で使わ
れたような鉄骨を廃して、できるかぎ
り伝統的な工法で修復されています。
　見学会は木下龍一（NPO法人京町家
再生研究会・理事）と西野廣好氏（（株）
西野工務店・代表取締役）による解説

で、伝統工法を紐解きながら進められ
る工程を見ることができました。
　さらに、子ども向けの壁塗りの体験
も開催され、夏休みの思い出づくりに
多くの子ども達が参加。干藁を混ぜ込
んで醗酵させた土壁の材料をコテ受け
台に受け取り、竹で組まれた下地にコ

テで塗りこむ子ども達の姿は真剣その
ものでした。
　広く一般に伝えること。そして、子
ども達の世代へ伝えることが文化の継
承にとって重要なことだと再認識でき
ました。 （編集部　5Pに関連記事）

狂言堂の屋根部分を見学する参加者 一生懸命に土壁を塗りこむ
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室内装飾仕上 クロス、表装、床施工、ダイノックシートガラスフィルム、障子張り、カーテン
ブラインド、キッチンパネル施工
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官公需適格組合をご存じですか？ 建設工事

　現在、建設工事部門では公共施設の
営繕工事などの受注を目指していま
す。官公需適格組合の事業協同組合と
して、教育委員会や地域の学校を回っ
ています。
　長年、官公需適格組合の認証をうけ
ている組合の本道といえる営業です。
　京都府下では７団体が官公需適格組
合の認定を受けており、協議会を作っ
て普及・啓発活動も行っています。
 （山本敬三）

わずか10年の都「長岡京」 文化財
　先日、公益財団法人長岡京埋蔵文化
センターが調査を行った２カ所の発掘
現場の現地説明会が、２週連続で行わ
れました。それぞれ違う現場ではあり
ますが２カ所とも参列者が非常に多
く、今回の調査結果は古都長岡京を示
す大きな結果が出たとのことです。
　しかし、長岡京という都は教科書や
一般的な歴史の中で扱われることは非
常に少なく感じます。そのため、多く
の人は奈良の平城京から京都の平安京
へそのまま遷都したと覚えているので
はないでしょうか。実際は794年に
平安京へ遷都する10年前の784年に
長岡京へ遷都しています。つまり日本
の政治の中心は奈良から長岡を経て、
京都へ動いたのです。
　しかし、長岡京が都だった時代は
たったの10年。そんなに簡単に新し
い都を捨ててまた新しい都を作るのは
なんだか不自然ですよね。古代のこと

ですので、都を作るのに数カ月では作
れなかったでしょうし、費用もかかり
ます。そう考えていけばいくほど、こ
の短い期間が元で様々な意見と疑問が
生まれることになったようです。
　「なぜ都を移したのか・なぜこの場
所に長岡京を造ったのか・本当に都と
して作られたのか・なぜ10年で平安
京へ遷都したのか」これらが長岡京の

大きな歴史的疑問です。
　多くの疑問は発掘調査により少しず
つ解明されてきてはいるものの、まさ
に都市伝説のような陰陽師や祟りのよ
うなものから反勢力に対する天皇の対
策など多くの説が存在します。
　多くの想像を膨らませて、少しずつ
解明され見えてくる古都を一緒に楽し
んでみませんか。 （門田元気）

官公需適格組合とは
　官公需の受注に対し特に意欲的であり、
かつ受注した契約の責任ある履行体制が完
備されている事業協同組合を中小企業庁（京
都府の場合は、近畿経済産業局）が証明す
る制度が官公需適格組合制度です。要する
に「官公需を受注するにふさわしい組合」
だと中小企業庁（経済産業局）が協同組合
を認可するという制度です。

長岡京市井ノ内玉ノ上の説明会 長岡京市開田三丁目の説明会
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執行部の姿が見える座談会
／原点回帰
　建設協組ニュース50号（1972年３
月１日発行）の紙面です。この号より
B5タテ版になり、写真をふんだんに
使った活力ある紙面に変わっていま
す。
　50号を記念した座談会では、初期
の機関紙は「協組ニュース」という形
では発行されず、京建労の機関紙に同
乗していたこと、1962年11月に「協
組ニュース」第一号が発行されたこと
が明らかにされています。
　出席者は京建労から浅田委員長、福
島書記長、広田書記次長。協同組合か
らは小林幸雄専務理事、中嶋豊常務理
事、長尾堅造理事、伊藤政五郎理事、
斉藤貞一理事、矢野恒範理事、杉原武

理事、中谷隆一理事、一井新一理事、
市木富夫理事、高野利夫理事、吉原正
三郎監事、阿美弘永参与、永田栄三氏、
川口康夫氏。事務局からは永野修一事
務局長、中村清一事務局次長、清水昶
事務局次長、新田忠志職員。
　初代理事長の一井氏いわく、新しく
立ち上げる組織を協同組合にするのか
企業組合にするのか議論した結果、協
同組合で立ち上げることにしたそうで
す。協同組合の課題の議論では「もっ
と積極的に請負工事を取るべきだ」「組
合員の一致できる点で物事を進めてい
くべきだ」といった意見がだされてい
ます。
　さらに機材リースと事務代行の利用

率の高さや共同購入事業へのてこ入れ
などの議論が行われていました。
　組合員に対して、紙面を通して執行
部の姿が見えるということは重要だと
再認識しました。 （編集部）

特集記事「座談会　建設協組の発展めざして」

協組ニュース50号
トップ記事は「改正建設業法」
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子どもの笑顔あふれた壁塗り体験
　８月19日の狂言堂改修工事見学会の様子を写真でお伝えします。

法律Q&A  又貸ししたバイクを返してもらえますか？
 Q 　先日、１か月の約束で友人にバ
イクを貸しましたが、友人は見知らぬ
人に私のバイクを又貸ししています。
それなら返してと言ったところ、「１
か月の約束やろ」と拒否されました。
１か月経たないと返してもらえないの
でしょうか？

 A 　無償で物の貸し借りをする契約
を「使用貸借」といいます（民法593
条）。この使用貸借契約を締結すると、
貸主は契約期間中、借主が目的物を使
用することを認めないといけないのが
原則です。
　とはいえ、自分の物を無償で貸すこ

とができるのは、借主との間に信頼関
係があるからです。「彼には以前お世
話になったから、無償で貸してあげよ
う」「彼なら、乱暴に扱って壊すことも
ないだろう」「彼なら、契約期間が満了
すれば、必ず返してくれるだろう」と
いった信頼です。貸主は、友人に貸し
た物が、何の信頼関係もない第三者に
又貸しされることなんて、想定してい
ませんよね。
　そこで民法は、借主が貸主の承諾な
く、第三者に目的物を使用又は収益さ
せた場合、貸主は直ちに契約を解除で
きると定めています（民法594条２・
３項）。貸主が契約を解除すると、借

主は貸主に対し、目的物を返還しなけ
ればなりません。
　ご質問のケースですが、友人は貸主
であるあなたの承諾を得ないで、あな
たの見知らぬ人へバイクを又貸しして
いる訳ですから、あなたは民法594
条３項で使用貸借契約を解除し、友人
に対して直ちにバイクの返還をするよ
う求めることができます。それでも相
手が返還を拒むようでしたら、一度弁
護士にご相談ください。
 （ 京都第一法律事務所 ） 弁護士　高木野衣

毎月第一水曜日
無料法律相談

建設協組の組合員さん、ご家族のご相談は初回無料です。
毎週木曜日10時～12時、1時～3時まで電話無料相談もあります。

毎月第一水曜日 午後1時半～4時まで組合本部にて出張法律相談実施中（相談無料）

0120－555－262無料電話
相談

西野氏の説明を聞く参加者

足場で囲われた狂言堂

現場で醗酵させる土壁材

材料を受け取る子ども

説明をする木下氏（中央）
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労基協の技能講習
 ●ガス溶接
日程：〔学科〕９月８日（金）〔実技〕９
日（土）／会場：〔学科〕京都府中小企
業会館〔実技〕京都府職業能力開発促
進センター／受講料：10,260円、テ
キスト代864円
 ●有機溶剤作業主任者
日程：９月14日（木）、15日（金）／会
場：京都府中小企業会館／受講料：
8,640円、テキスト代1,944円
 ●職長等安全衛生教育
日程：９月19日（火）、20日（水）／会
場：京都府中小企業会館／受講料：
16,200円、テキスト代864円
 ●粉じん作業特別教育
日程：９月27日（水）／会場：京都府
中小企業会館／受講料：9,720円、テ
キスト代648円
 ●酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

日程：９月27日（水）～ 29日（金）／
会場：京都府中小企業会館／受講料：
16,200円、テキスト代2,160円
 ●フォークリフト運転
日程：〔学科〕10月２日（月）〔実技〕第１
班10月3日（火）～５日（木）第２班11
日（水）～13日（金）／会場：〔学科〕京
都府中小企業会館〔実技〕ニチユ三菱
フォークリフト（株）実技講習会場／受
講料：30,780円、テキスト代1,500円
 ●玉掛け
日程：〔学科〕10月12日（木）、13日（金）
〔実技〕14日（土）／会場：〔学科〕京都
府中小企業会館〔実技〕（株）島津製作
所紫野工場／受講料：18,360円、テ
キスト代1,500円
 ●第一種衛生管理者受験準備講習
日程：10月23日（月）～ 25日（水）／
会場：京都府中小企業会館／受講料：

15,120円、テキスト代6,696円
 ●有機溶剤作業主任者
日程：10月26日（木）、27日（金）／
会場：京都府中小企業会館／受講料：
8,640円、テキスト代1,944円
 ●酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
日程：10月30日（月）、31日（火）、
11月１日（水）／会場：京都府中小企
業会館／受講料：16,200円、テキス
ト代2,160円

【問合せ・申込み】
（公社）京都労働基準協会
Tel.075-321-2731
※連合会のホームページ
　http://www.kyoukiren.or.jp
※  受講申込者が少人数の場合は中止に
なることがありますのでご了承くだ
さい。

建災防の各種講習
 ●高所作業車（10ｍ以上）
日程：９月20日（水）、21日（木）／会
場：京都建設会館別館／受講料：
37,850円
 ●高所作業車（10ｍ未満）
日程：９月22日（金）／会場：スカイワー
ク京都（伏見）／受講料：13,680円
 ●巻上げ機運転者特別教育
日程：９月27日（水）、28日（木）／会
場：京都建設会館別館／受講料：
15,430円
 ●職長・安全衛生責任者教育
日程：10月３日（火）、４日（水）／会場：

京都建設会館／ 15,430円
 ●職長のためのリスクアセスメント
日程：10月４日（水）／会場：京都建
設会館／受講料：8,230円
 ●木造建築物の組立て等作業主任者
日程：10月17日（火）、18日（水）／
会場：京都建設会館別館／受講料：
10,800円
 ●型枠支保工組立て等作業主任者
日程：10月25日（水）、26日（木）／
会場：京都建設会館別館／受講料：
9,260円、テキスト代1,950円

【問合せ・申込み】
建設業労働災害防止協会京都府支部
〒604-0944　京都市中京区押小路
通柳馬場東入京都建設会館別館内
Tel.075-231-6587
Fax.075-251-0058
受付時間：  午前9時～

午後5時
※  ホームページから講習予定、申込書
が取り出せます。
　http://kensaibo-kyoto.jp/
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7月の定例理事会

組合日誌
 本部
8/17 支部長会議
8/30 理事会
9/29 理事会

 支部
8/4 新京（納）
 新桂川・北山・洛中（納）

8/5 右京（納）
 JIC（役）
8/19 洛南３支部（納）
8/26 伏見（役）
9/4 洛中（役）
9/5 JIC（役）
9/15 右京（役）
 新京（役）

編集後記
　「国破れて山河あり…」という漢詩
が胸を打ちます。人々の間で激動の戦
乱を経ても、大自然はありのままの姿
でそこにある。
　協同組合もさまざまな社会情勢や動
乱に翻弄され形を変えながらも、「役
割」は山河と同じように常に組合の根
底に流れているのではないでしょう
か。 （西村　学）

●７月定例理事会は理事会での決定通り、休会としました。

最近話題の「テレワーク」って？
　昨今、テレワークという働き方が注目を集めています。
　テレワークとは「tele＝離れた所」と「work＝働く」
をあわせた造語です。情報通信技術（ICT）を活用し、場
所や時間にとらわれない柔軟な働き方です。
　テレワークは働く場所によって、自宅利用型テレワー
ク（在宅勤務）、モバイルワーク、施設利用型テレワーク
（サテライトオフィス勤務など）の３つに分けられます。
在宅勤務
　自宅にいて、会社とはパソコンとインターネット、電
話、ファクスで連絡をとる働き方。
モバイルワーク
　顧客先や移動中に、パソコンや携帯電話を使う働き方。
サテライトオフィス勤務
　 勤務先以外のオフィススペースでパソコンなどを利
用した働き方。一社専用で社内LANがつながるスポッ
トオフィス、専用サテライト、数社の共同サテライト、
レンタルオフィス、コワーキングスペースなどの施設
が利用されます。都市企業は郊外にサテライトを、地
方企業は都心部にサテライトを置きます。

　

テレワークには以下のような人が適しているといわれ
ています。
　妊娠・育児・介護などの理由、身体障害、あるいは
ケガなどにより、恒常的または一時的に通勤が困難な
人：常時在宅勤務主体（ほぼ毎日在宅勤務）
　企画・総務・人事・経理などの管理部門、研究・開
発部門の人：部分在宅勤務主体（週に数日在宅勤務）、出
張時のモバイルワークも適します。
　営業やSE、サポートサービスなどの顧客対応業務の
人：モバイルワークが主体、部分在宅勤務も適します。
　政府も「働き方改革」の名の下、７月にテレワークデ
イという取り組みを行いました。「生産性の向上」を旗
頭に社会的実験を試みています。
　建設業へどのように導入されるかは未知数ですが、こ
れからの働き方の一つになってくるのは間違いありま
せん。

組　織　部 soshiki@zenkyoto.jp
建設工事事業部 koji@zenkyoto.jp
機材リース kizai@zenkyoto.jp
（総　　務） soumu@zenkyoto.jp
洛南事務所 raknan@zenkyoto.jp

テレワークデイのバナー広告
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デイトラ土木


